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(57)【要約】
【課題】　表示されるコンテンツ映像に対して、多様な
ユーザの好み及び選好度が反映された意見をユーザに提
供する。
【解決手段】　本発明の実施形態によるディスプレイ装
置は、映像コンテンツを表示するディスプレイ部と；ソ
ーシャルネットワーキングサービス（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する外部
サーバーと通信する通信部と；ソーシャルネットワーキ
ングサービスを利用して収集された映像コンテンツに対
する複数のユーザのフィードバック情報に基づいて映像
コンテンツの全体再生区間の中で一部再生区間に対する
フィードバック情報が外部サーバーから提供され、映像
コンテンツの再生中に一部再生区間に対するユーザのフ
ィードバック情報を共に提供する制御部と；を含む。
【選択図】　　　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ装置において、
　映像コンテンツを表示するディスプレイ部と；
　ソーシャルネットワーキングサービス（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ）を提供する外部サーバーと通信する通信部と；
　前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して収集された前記映像コンテンツに
対する複数のユーザのフィードバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間
の中で一部再生区間に対するフィードバック情報が前記外部サーバーから提供され、前記
映像コンテンツの再生中に前記一部再生区間に対する前記ユーザのフィードバック情報を
共に提供する制御部と；を含むことを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記制御部は、再生中である前記映像コンテンツが前記一部再生区間に至ると前記一部
再生区間に対応する前記フィードバック情報を前記映像コンテンツにオーバーレイして表
示することを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記外部サーバーから前記フィードバック情報に基づいて生成された前
記映像コンテンツのプレビュー映像を受信し、前記受信したプレビュー映像を前記ディス
プレイ部に表示することを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記プレビュー映像は、前記映像コンテンツの全体再生区間の中で前記複数のユーザの
フィードバック情報がそれぞれ対応する再生区間の分布度に基づいて設定された再生区間
であることを特徴とする請求項３に記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記フィードバック情報は、前記コンテンツ映像の全体再生区間の中で所定の再生区間
に対する選好度、意見、内容情報、ブックマーク情報の中で少なくとも何れか一つを含む
ことを特徴とする請求項３に記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記映像コンテンツが再生される間に前記コンテンツ映像に対する前記
フィードバック情報を入力可能に設けられたＵＩ映像を表示し、前記コンテンツ映像の所
定の再生区間に前記ＵＩ映像を通じて前記フィードバック情報が入力されれば前記外部サ
ーバーが前記フィードバック情報が入力された前記再生区間に対して前記フィードバック
情報を保存するように前記フィードバック情報を前記外部サーバーに送信することを特徴
とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記ソーシャルネットワーキングサービス基盤のユーザアカウントを通
じて前記外部サーバーに接続することを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項８】
　コンテンツ映像提供装置において、
　映像コンテンツが保存された保存部と；
　ソーシャルネットワーキングサービスに基づいて複数のディスプレイ装置と通信可能に
接続された通信部と；
　前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して前記複数のディスプレイ装置から
前記映像コンテンツに対する複数のユーザのフィードバック情報を収集し、前記収集した
フィードバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間の中で選択した一部再
生区間によるハイライト映像を生成し、前記生成したハイライト映像を前記ディスプレイ
装置で表示可能に前記ディスプレイ装置に提供する制御部と；
　を含むことを特徴とするコンテンツ映像提供装置。
【請求項９】
　前記制御部は、ウェブ ブラウザーを通じる前記ディスプレイ装置の接続時に前記映像
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コンテンツ及び前記映像コンテンツの前記ハイライト映像が提供可能に設けられたウェブ
ページを前記ディスプレイ装置に提供することを特徴とする請求項８に記載のコンテンツ
映像提供装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記複数のユーザの前記収集されたフィードバック情報に基づいて前記
映像コンテンツのプレビュー映像を生成し、前記生成したプレビュー映像を前記ディスプ
レイ装置に提供することを特徴とする請求項８に記載のコンテンツ映像提供装置。
【請求項１１】
　前記プレビュー映像は、前記映像コンテンツの全体再生区間の中で前記複数のユーザの
フィードバック情報がそれぞれ対応する再生区間の分布度に基づいて設定された再生区間
であることを特徴とする請求項１０に記載のコンテンツ映像提供装置。
【請求項１２】
　前記フィードバック情報は、前記コンテンツ映像の全体再生区間の中で所定の再生区間
に対する選好度、意見、内容情報、ブックマーク情報の中で少なくとも何れか一つを含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンテンツ映像提供装置。
【請求項１３】
　前記制御部は前記ソーシャルネットワーキングサービス基盤のユーザアカウントを通じ
て前記外部サーバーに接続することを特徴とする請求項８に記載のコンテンツ映像提供装
置。
【請求項１４】
　ディスプレイ装置の制御方法において、
　ソーシャルネットワーキングサービスを提供する外部サーバーに通信可能に接続する段
階と；
　映像コンテンツに対して、前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して収集さ
れた複数のユーザのフィードバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間の
中で一部再生区間に対するフィードバック情報が前記外部サーバーから提供される段階と
；
　前記映像コンテンツの再生中に前記一部再生区間に対する前記ユーザのフィードバック
情報を共に提供する段階と；
　を含むことを特徴とするディスプレイ装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部から受信されるコンテンツ映像を再生及び表示するディスプレイ装置及
びコンテンツ映像提供装置及びこの制御方法に係り、さらに詳しくは、所定のコンテンツ
映像に対して多様なユーザの選好度及び意見等の情報を提供できる構造のディスプレイ装
置及びコンテンツ映像提供装置及びこの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ディスプレイ装置は、外部の映像供給源から多様な方法で入力される映像信
号を処理してこれを液晶等のディスプレイパネル（ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ）上に映
像で表示する。一般のユーザに提供されるディスプレイ装置は、ＴＶ又はモニター等で具
現され、例えば、ＴＶで具現されたディスプレイ装置は放送局の送出装備から受信される
放送信号をチューニング、デコーディング等のような多様なプロセスを通じてユーザの好
む放送チャンネルの映像を提供し、又はストリーミング
サーバー（ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｓｅｒｖｅｒ）からデジタル コンテンツ映像を受信し
て表示することもできる。
【０００３】
　ディスプレイ装置がストリーミング サーバーからコンテンツ映像を受信して表示する
場合、該当コンテンツ映像はコンテンツの内容、種類、解像度、画質等のような多様な特
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性に従ってデータ容量が大きい場合が多い。例えば、コンテンツ映像が映画の場合、一般
的に再生の長さが１時間以上を超過し、高解像度及び高画質の映像ならデータ容量は相対
的に大きくなる。ディスプレイ装置とストリーミングサーバーとの通信条件が速い送信速
度を保障しても、このようにデータ容量が大きいコンテンツ映像は、ストリーミングサー
バーからディスプレイ装置へのダウンロード所要時間、ダウンロード時の通信トラフィッ
ク、ダウンロードによるディスプレイ装置及びストリーミング
サーバーのシステム負荷等の色々な現象が発生する。
【０００４】
　従って、ストリーミング サーバーはコンテンツ映像の全体再生区間の中で一部の再生
区間に該当する映像、即ちプレビュー（ｐｒｅｖｉｅｗ）映像を別途に提供する。ディス
プレイ装置はコンテンツ映像を受信する前に該当コンテンツ映像のプレビュー映像を受信
してユーザに提供することによって、該当コンテンツ映像をディスプレイ装置に受信して
再生し表示するか可否をユーザが決めることができるようにすることができる。しかし、
コンテンツ映像又はプレビュー映像は、該当コンテンツ映像に対する多様なユーザの意見
を反映していないので、コンテンツ映像又はプレビュー映像を視聴するユーザに該当コン
テンツ映像に関する色々なユーザの意見を提供できない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の目的は、表示されるコンテンツ映像に対して、多様なユーザの好み及
び選好度が反映された意見をユーザに提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態によるディスプレイ装置は、映像コンテンツを表示するディスプレイ
部と；ソーシャルネットワーキングサービス（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）を提供する外部サーバーと通信する通信部と；前記ソーシャルネットワー
キングサービスを利用して収集された前記映像コンテンツに対する複数のユーザのフィー
ドバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間の中で一部再生区間に対する
フィードバック情報が前記外部サーバーから提供され、前記映像コンテンツの再生中に前
記一部再生区間に対する前記ユーザのフィードバック情報を共に提供する制御部と；を含
むことを特徴とする。
【０００７】
　ここで、前記制御部は、再生中の前記映像コンテンツが前記一部再生区間に至ると前記
一部再生区間に対応する前記フィードバック情報を前記映像コンテンツにオーバーレイし
て表示することができる。また、前記制御部は、前記外部サーバーから前記フィードバッ
ク情報に基づいて生成された前記映像コンテンツのプレビュー映像を受信し、前記受信し
たプレビュー映像を前記ディスプレイ部に表示することができる。ここで、前記プレビュ
ー映像は、前記映像コンテンツの全体再生区間の中で前記複数のユーザのフィードバック
情報がそれぞれ対応する再生区間の分布度に基づいて設定された再生区間であることがで
きる。また、前記フィードバック情報は、前記コンテンツ映像の全体再生区間の中で所定
の再生区間に対する選好度、意見、内容情報、ブックマーク情報の中で少なくとも何れか
一つを含むことができる。
【０００８】
　また、前記制御部は、前記映像コンテンツが再生される間に前記コンテンツ映像に対す
る前記フィードバック情報を入力可能に設けられたＵＩ映像を表示し、前記コンテンツ映
像の所定の再生区間に前記ＵＩ映像を通じて前記フィードバック情報が入力されれば前記
外部サーバーが前記フィードバック情報が入力された前記再生区間に対して前記フィード
バック情報を保存するように前記フィードバック情報を前記外部サーバーに送信すること
ができる。また、前記制御部は前記ソーシャルネットワーキングサービス基盤のユーザア
カウントを通じて前記外部サーバーに接続することができる。
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【０００９】
　また、本発明の実施形態によるディスプレイ装置は、映像コンテンツを表示するディス
プレイ部と；ソーシャルネットワーキングサービスを提供する外部サーバーと通信する通
信部と；前記通信部を通じて前記外部サーバーに接続して、前記ソーシャルネットワーキ
ングサービスを利用して収集された前記映像コンテンツに対する複数のユーザのフィード
バック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間の中で選択された一部再生区間
によるハイライト映像を前記外部サーバーから提供され、前記提供されたハイライト映像
を前記ディスプレイ部に表示する制御部と；を含むことを特徴とする。
【００１０】
　ここで、前記制御部は、ウェブブラウザーを通じて前記外部サーバーに接続して、前記
外部サーバーが前記映像コンテンツ及び前記映像コンテンツの前記ハイライト映像を提供
するように設けられたウェブページを表示することができる。
【００１１】
　また、本発明の実施形態によるコンテンツ映像提供装置は、映像コンテンツが保存され
た保存部と；ソーシャルネットワーキングサービスに基づいて複数のディスプレイ装置と
通信可能に接続された通信部と；前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して前
記複数のディスプレイ装置から前記映像コンテンツに対する複数のユーザのフィードバッ
ク情報を収集し、前記ディスプレイ装置が前記映像コンテンツを再生する中に一部再生区
間に対する前記ユーザのフィードバック情報を共に表示するように、前記収集された前記
複数のユーザのフィードバック情報を前記映像コンテンツと共に前記ディスプレイ装置に
提供する制御部と；を含むことを特徴とする。
【００１２】
　ここで、前記制御部は、前記ディスプレイ装置で再生中である前記映像コンテンツが前
記一部再生区間に至ると前記フィードバック情報が前記映像コンテンツにオーバーレイさ
れるように、前記ディスプレイ装置に前記フィードバック情報が対応する前記一部再生区
間の情報を提供することができる。
【００１３】
　また、前記制御部は、前記収集された前記複数のユーザのフィードバック情報に基づい
て前記映像コンテンツのプレビュー映像を生成し前記ディスプレイ装置に提供することが
できる。ここで、前記プレビュー映像は、前記映像コンテンツの全体再生区間の中で前記
複数のユーザのフィードバック情報がそれぞれ対応する再生区間の分布度に基づいて設定
された再生区間であることができる。
【００１４】
　また、前記フィードバック情報は、前記コンテンツ映像の全体再生区間の中で所定の再
生区間に対する選好度、意見、内容情報、ブックマーク情報の中で少なくとも何れか一つ
を含むことができる。
【００１５】
　また、前記ディスプレイ装置は前記ソーシャルネットワーキングサービス基盤のユーザ
アカウントを通じて前記コンテンツ映像提供装置に接続されることができる。
【００１６】
　また、本発明の実施形態によるコンテンツ映像提供装置は、映像コンテンツが保存され
た保存部と；ソーシャルネットワーキングサービスに基づいて複数のディスプレイ装置と
通信可能に接続された通信部と；前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して前
記複数のディスプレイ装置から前記映像コンテンツに対する複数のユーザのフィードバッ
ク情報を収集し、前記収集したフィードバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体
再生区間の中で選択した一部再生区間によるハイライト映像を生成し、前記生成したハイ
ライト映像を前記ディスプレイ装置で表示可能に前記ディスプレイ装置に提供する制御部
と；を含むことを特徴とする。
【００１７】
　ここで、前記制御部は、ウェブブラウザーを通じる前記ディスプレイ装置の接続時に前
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記映像コンテンツ及び前記映像コンテンツの前記ハイライト映像を提供可能に設けられた
ウェブページを前記ディスプレイ装置に提供することができる。
【００１８】
　また、本発明の実施形態によるディスプレイ装置の制御方法は、ソーシャルネットワー
キングサービスを提供する外部サーバーに通信可能に接続する段階と；映像コンテンツに
対して、前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して収集された複数のユーザの
フィードバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間の中で一部再生区間に
対するフィードバック情報を前記外部サーバーから提供される段階と；前記映像コンテン
ツの再生中に前記一部再生区間に対する前記ユーザのフィードバック情報を共に提供する
段階と；を含むことを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の実施形態によるディスプレイ装置の制御方法は、ソーシャルネットワー
キングサービスを提供する外部サーバーに通信可能に接続する段階と；映像コンテンツに
対して、前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して収集された複数のユーザの
フィードバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間の中で選択された一部
再生区間によるハイライト映像を前記外部サーバーから提供される段階と；前記提供され
たハイライト映像を表示する段階と；を含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の実施形態によるコンテンツ映像提供装置の制御方法は、ソーシャルネッ
トワーキングサービスに基づいて複数のディスプレイ装置と通信可能に接続する段階と；
前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して前記複数のディスプレイ装置から映
像コンテンツに対する複数のユーザのフィードバック情報を収集する段階と；前記ディス
プレイ装置が前記映像コンテンツを再生する中に一部再生区間に対する前記ユーザのフィ
ードバック情報を共に表示するように、前記収集された前記複数のユーザのフィードバッ
ク情報を前記映像コンテンツと共に前記ディスプレイ装置に提供する段階と；を含むこと
を特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の実施形態によるコンテンツ映像提供装置の制御方法は、ソーシャルネッ
トワーキングサービスに基づいて複数のディスプレイ装置と通信可能に接続する段階と；
前記ソーシャルネットワーキングサービスを利用して前記複数のディスプレイ装置から映
像コンテンツに対する複数のユーザのフィードバック情報を収集する段階と；前記収集し
たフィードバック情報に基づいて前記映像コンテンツの全体再生区間の中で選択した一部
再生区間によるハイライト映像を生成し、前記生成したハイライト映像を前記ディスプレ
イ装置で表示可能に前記ディスプレイ装置に提供する段階と；を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、表示されるコンテンツ映像内の特定の場面に対して、多様なユーザの
好み及び選好度が反映された意見をユーザに提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態によるディスプレイシステムの構成例示図である。
【図２】図１のディスプレイシステムでディスプレイ装置がサーバーに接続する形式を示
す例示図である。
【図３】図１のディスプレイシステムでディスプレイ装置がサーバーに接続する他の実施
形態を示す例示図である。
【図４】図１のディスプレイシステムでディスプレイ装置がサーバーに接続する他の実施
形態を示す例示図である。
【図５】図１の第１ディスプレイ装置及びサーバーの構成ブロック図である。
【図６】図１の第２ディスプレイ装置に表示される、フィードバック情報を入力するため
のＵＩ映像の例示図である。
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【図７】図１の第１ディスプレイ装置に表示されるコンテンツ映像の例示図である。
【図８】図１のサーバーが提供するフィードバック情報に関するウェブページ映像の例示
図である。
【図９】図１のサーバーがコンテンツ映像からプレビュー映像を生成する方法を示す例示
図である。
【図１０】図１のディスプレイ装置でコンテンツ映像に対するフィードバック情報を入力
する方法を示す制御フローチャートである
【図１１】図１のサーバーでディスプレイ装置にプレビュー映像を提供する方法を示す制
御フローチャートである。
【図１２】図１のディスプレイ装置でコンテンツ映像の再生中にフィードバック情報を表
示する方法を示す制御フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照して本発明に対して詳しく説明する。以下の実施形態では、本発
明の思想と直接的に関連のある構成に対してだけ説明し、その他の構成に対しては説明を
省略する。しかし、本発明の思想が適用された装置又はシステムを具現するのにあって、
このように説明が省略された構成が不必要であることを意味することではない。
【００２５】
　図１は本発明の実施形態によるディスプレイシステムの構成例示図である。図１に示す
ように、ディスプレイシステムは有線／無線ネットワーク（ｎｅｔｗｏｒｋ）を通じて複
数の装置１００、２００、３００が互いに通信可能に接続されることによって構成される
。ディスプレイシステムが含む複数の装置１００、２００、３００は複数のディスプレイ
装置１００、２００と、各ディスプレイ装置１００、２００とネットワークを通じて接続
されたサーバー３００と、を含む。
【００２６】
　各ディスプレイ装置１００、２００はサーバー３００に接続することによって、サーバ
ー３００から多様な種類のデータ／情報を受信する。このデータ／情報はその種類が限ら
れず、例えば、多様なコンテンツの映像データ、音声データ、又はコンテンツに対して案
内及び説明する情報のような多様な付加データであることができる。
【００２７】
　本実施形態によるディスプレイ装置１００、２００は放送局の送出装備（図示せず）か
ら受信される放送信号を処理して放送映像を表示するＴＶで具現される。しかし、ディス
プレイ装置１００、２００がＴＶで具現される場合だけで本発明の思想を限定することが
できないので、例えば、ディスプレイ装置１００、２００は携帯用マルチメディアプレー
ヤー（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｐｌａｙｅｒ）、モバイルフォン（ｍ
ｏｂｉｌｅ－ｐｈｏｎｅ）等のように外部から受信される映像信号／映像データに基づい
た映像を表示可能でサーバー３００と通信可能な多様な形式の装置で具現されることがで
きる。
【００２８】
　また、ディスプレイ装置１００、２００は外部から受信されるコンテンツ映像のデータ
を受信して、該当データが再生するように処理することによって映像を表示することがで
きる。このために、本実施形態によるサーバー３００はＶＯＤ（ｖｉｄｅｏ－ｏｎ－ｄｅ
ｍａｎｄ）方式に従ってデジタル化されたコンテンツ映像のデータをディスプレイ装置１
００、２００の要請に従って該当ディスプレイ装置１００、２００に提供することができ
る。
【００２９】
　サーバー３００はディスプレイ装置１００、２００にコンテンツ映像を提供するのにあ
って、ネットワークを通じるコンテンツ要請に従って、特定の認証手続きなしで各コンテ
ンツ要請の選別のような制限を置かないで該当コンテンツ要請に対してコンテンツ映像を
提供することができる。又は、サーバー３００はディスプレイ装置１００、２００からの
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コンテンツ映像の要請に対する認証を遂行し、該当認証に従ってコンテンツ映像の提供可
否を選択することもできる。本実施形態は後者の場合に関することで、これに対しては以
下で説明する。
【００３０】
　図２はディスプレイ装置１００、２００がサーバー３００に接続する形式を示す例示図
である。図２に示すように、各ディスプレイ装置１００、２００は独自に既設定されたア
カウント１０１、２０１を含む。アカウント１０１、２０１は各ディスプレイ装置１００
、２００を使用するユーザのプロファイル（ｐｒｏｆｉｌｅ）を特定する固有情報である
ので、ユーザの身上明細、該当ユーザによって設定されたディスプレイ装置１００、２０
０の環境情報、コンテンツに対する受信及び再生履歴等、ディスプレイ装置１００、２０
０に対するユーザの多様な使用履歴及びインタラクション（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）情
報を含む。
【００３１】
　ここで、ユーザプロファイルはディスプレイ装置１００、２００を使用するある一人の
ユーザを他ユーザと区別可能に特定できる情報とか、該当ユーザの身上情報とか、又は該
当ユーザの趣味、選好コンテンツ等のようなユーザに関する諸般情報である。例えば、ユ
ーザプロファイルは文字／数字等で表記される識別ＩＤと、ユーザの性別、年齢、地域、
職業情報とか、又は好む放送チャンネル、放送プログラム等の情報を含むことができる。
【００３２】
　ディスプレイ装置１００、２００の環境情報はディスプレイ装置１００、２００の諸般
動作のために参照又は設定される多様な情報を含む。例えば、ディスプレイ装置１００、
２００には、表示映像の輝度、色温度、画質又は音量等の設定状態又はディスプレイ装置
１００、２００の節電待機モードのような動作状態進入可否がデフォルトで既保存された
り又はユーザによって調整されて保存されている。ディスプレイ装置１００、２００はこ
のように既保存された情報、即ち、多様な環境情報に従って関連動作を行うことによって
、ユーザに対する便宜性を提供する。
【００３３】
　インタラクション情報はユーザ及びディスプレイ装置１００、２００との間で行われる
ことによってディスプレイ装置１００、２００に影響を及ぼす多様な特性情報を含む。例
えば、ユーザはディスプレイ装置１００、２００が提供する放送チャンネル
リストの中で特定チャンネルの映像を表示することができるし、ディスプレイ装置１００
、２００はこのような特定チャンネルの履歴を保存し、今後該当ユーザがディスプレイ装
置１００、２００を使用する時に該当ユーザに既保存した履歴に基づいたサービスを提供
することができる。
【００３４】
　このようにユーザプロファイル、ディスプレイ装置１００、２００の環境情報、インタ
ラクション情報等は具現特性に従って互いに関連性を有する。
【００３５】
　即ち、アカウント１０１、２０１は一つのディスプレイ装置１００、２００に対して一
つ、又は複数が指定されることもできるので、本実施形態では説明の簡潔化のために、一
つのディスプレイ装置１００、２００に一つのアカウント１０１、２０１が設けられる場
合に対して説明する。一つのディスプレイ装置１００、２００に複数のアカウント１０１
、２０１が保存された場合には、ユーザによって何れか一つのアカウント１０１、２０１
が選択されることができる。
【００３６】
　アカウント１０１、２０１は他のアカウント１０１、２０１との区別のために多様な文
字、数字等の組合から具現された識別ＩＤを含む。このようなアカウント１０１、２０１
はユーザによってディスプレイ装置１００、２００に事前に入力されることによってディ
スプレイ装置１００、２００に保存され、ディスプレイ装置１００、２００はサーバー３
００に接続する時に既保存されたアカウント１０１、２０１によってサーバー３００に接



(9) JP 2013-236373 A 2013.11.21

10

20

30

40

50

続する。
【００３７】
　サーバー３００は接続要請時のディスプレイ装置１００、２００のアカウント１０１、
２０１情報を受信すれば、該当アカウント１０１、２０１の識別ＩＤに対する認証を行う
。サーバー３００には該当アカウント１０１、２０１に対する多様な関連情報が既保存さ
れており、要請時のアカウント１０１、２０１の識別ＩＤがサーバー３００に既保存され
たアカウント１０１、２０１の識別ＩＤに対応すれば、該当アカウント１０１、２０１の
ディスプレイ装置１００、２００が接続されたと判断し接続可能な状態に進入するための
認証手続きを行う。
【００３８】
　サーバー３００はディスプレイ装置１００、２００が自らのアカウント１０１、２０１
で接続したと判断すれば、該当アカウント１０１、２０１を通じる要請に従って特定動作
を行う時、動作に関する履歴を該当アカウント１０１、２０１に対応して保存することが
できる。即ち、ディスプレイ装置１００、２００及びサーバー３００との間のインタラク
ション動作は、該当ディスプレイ装置１００、２００のアカウント１０１、２０１がサー
バー３００によって認証されている状態で行われる。
【００３９】
　例えば、第１ディスプレイ装置１００の第１アカウント１０１及び第２ディスプレイ装
置２００の第２アカウント２０１は互いに区別されるので、サーバー３００は第１アカウ
ント１０１を通じて所定データを受信すれば該当データを第１アカウント１０１に対応す
るように保存する。又は、サーバー３００は第２アカウント２０１を通じてコンテンツ映
像の要請を受信すれば、該当コンテンツ映像を第２アカウント２０１の第２ディスプレイ
装置２００に送信し、要請の受信及び送信に関する履歴を第２アカウント２０１に対応す
るように保存する。
【００４０】
　しかし、各アカウント１０１、２０１は限られない多様な条件によって互いに関連性を
有することができる。例えば、各アカウント１０１、２０１がユーザプロファイルを含む
場合、各アカウント１０１、２０１のユーザは血縁、地縁、学縁、地域縁故、会社等のよ
うなように既設定された多様なカテゴリー別に分類されることができる。これは一般的に
ネットワーク技術分野でソーシャルネットワーキングサービス（ｓｏｃｉａｌ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）と呼ばれることで、アカウント１０１、２０１のユーザ
プロファイルに従って他のアカウント１０１、２０１との関連性を決める。
【００４１】
　サーバー３００はこのような原理によって、各アカウント１０１、２０１を特定のカテ
ゴリー別に分類することによって、該当アカウント１０１、２０１が互いに関連性がある
のか又はないのか可否を判断することができる。このような判断の条件は、前述のように
、各アカウント１０１、２０１が友人間なのか、同じ会社の社員なのか、又は同じ地域に
住む人々なのか等、多様に指定されることができる。
【００４２】
　一方、前記例示では一つのディスプレイ装置１００、２００が一つのアカウント１０１
、２０１を有することで表現したが、一つのディスプレイ装置１００が複数のアカウント
１０１、１０２、１０３を有することもできる。
【００４３】
　図３は第１ディスプレイ装置１００がサーバー３００に接続する他の実施形態を示す例
示図である。図３に示すように、第１ディスプレイ装置１００は第１アカウント１０１、
第２アカウント１０２及び第３アカウント１０３等のように複数の自体アカウント１０１
、１０２、１０３を有することができる。ここで、第１ディスプレイ装置１００はサーバ
ー３００に接続するのにあって、この複数の自体アカウント１０１、１０２、１０３の中
で何れか一つを選択し、選択したアカウント１０１、１０２、１０３でサーバー３００に
接続する。このような選択過程は複数のアカウント１０１、１０２、１０３の中でデフォ
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ルト値で指定された何れか一つが自動に選択されることができるし、又はユーザによって
複数のアカウント１０１、１０２、１０３の中で何れか一つが選択されることもできる。
【００４４】
　サーバー３００は第１ディスプレイ装置１００がこのように選択されたアカウント１０
１、１０２、１０３で接続すれば、該当アカウント１０１、１０２、１０３に対する認証
を行う。
【００４５】
　又は、前述とは相異なるように、ディスプレイ装置１００のアカウント１０１、１０２
、１０３はディスプレイ装置１００に保存されたことでない、ディスプレイ装置１００が
接続するサーバー３００に保存されることもできる。
【００４６】
　図４は第１ディスプレイ装置１００がサーバー３００に接続するまた他の実施形態を示
す例示図である。図４に示すように、第１ディスプレイ装置１００は独自にアカウント１
０１、１０２、１０３を有していなくて、サーバー３００に接続してサーバー３００に既
保存された複数のアカウント１０１、１０２、１０３の中で何れか一つを選択する。この
過程で、第１ディスプレイ装置１００はアカウント１０１、１０２、１０３を選択する権
限を獲得するためにサーバー３００が設けた別途のログイン／認証過程を行うことができ
る。
【００４７】
　サーバー３００に保存されたこの複数のアカウント１０１、１０２、１０３はある一人
のユーザのアカウントで限定することができないし、複数のユーザそれぞれのアカウント
や、又は同一ユーザの複数のアカウントであることができる。
【００４８】
　サーバー３００は第１ディスプレイ装置１００が複数のアカウント１０１、１０２、１
０３の中で何れか一つを選択すれば、第１ディスプレイ装置１００が選択したアカウント
１０１、１０２、１０３でサーバー３００に接続したと判断する。
【００４９】
　前述のように、ディスプレイ装置１００、２００が既設定されたアカウントでサーバー
３００に接続する方法はディスプレイ装置１００、２００にアカウントを保存する場合と
サーバー３００に保存する場合に対して説明したが、前記例に限定しない。
【００５０】
　以下、本実施形態によるディスプレイ装置１００、２００及びサーバー３００の具体的
な構成に対して図５を参照して説明する。本実施形態では第１ディスプレイ装置１００の
構成に対してだけ説明し、第２ディスプレイ装置２００は第１ディスプレイ装置１００と
実質的に同じ構成を有するので第１ディスプレイ装置１００の場合を応用して適用できる
ので、第２ディスプレイ装置２００に対しては詳しい説明を省略する。
【００５１】
　図５は第１ディスプレイ装置１００及びサーバー３００の構成ブロック図である。図５
に示すように、第１ディスプレイ装置１００はサーバー３００と通信してサーバー３００
から限定されない多様なデータ／信号／情報を送受信可能な通信部１１０と、通信部１１
０に映像データが受信されれば該当映像データを既設定された映像処理プロセスに従って
処理する映像処理部１２０と、映像処理部１２０によって処理される映像データを映像で
表示するディスプレイ部１３０と、ユーザの操作によって既設定されたコマンド（ｃｏｍ
ｍａｎｄ）／情報が出力されるユーザ入力部１４０と、第１ディスプレイ装置１００の限
定されないデータ／情報が保存される保存部１５０と、第１ディスプレイ装置１００の多
様な動作を制御する制御部１６０と、を含む。
【００５２】
　一方、サーバー３００は第１ディスプレイ装置１００と通信するサーバー通信部３１０
と、サーバー３００の限定されないデータ／情報が保存されるサーバー保存部３２０と、
サーバー３００の多様な動作を制御するサーバー制御部３３０と、を含む。
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【００５３】
　以下、第１ディスプレイ装置１００の具体的な構成は次のようである。通信部１１０は
既設定された有線／無線通信プロトコル（ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に従って外部ネットワーク
に接続され、第１ディスプレイ装置１００が同一ネットワークに接続されたサーバー３０
０との間に通信を行うようにする。通信部１１０は制御部１６０がサーバー３００との間
に所定のデータを送受信することができるように両方向通信を行う。即ち、通信部１１０
は制御部１６０の制御によって第１ディスプレイ装置１００のデータをサーバー３００に
送信したり、サーバー３００から受信されるデータを制御部１６０に伝達する。
【００５４】
　通信部１１０が受信可能なデータは限られず、通信部１１０はサーバー３００からコン
テンツ映像の映像データを受信することができる。本実施形態では通信部１１０が映像デ
ータを受信する場合に対してだけ説明するが、第１ディスプレイ装置１００が映像データ
／映像信号／映像情報を受信する構造は通信部１１０に限定されない。例えば、第１ディ
スプレイ装置１００は放送局（図示せず）から送出されるＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ）信号、ＨＤＭＩ（登録商標：ｈｉｇｈ　ｄｅｆｉｎｉｔｏｎ　ｍｕｌｔｉｍｅ
ｄｉａ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ディスプレイポート（ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ）、ＵＤ
Ｉ（ｕｎｉｆｉｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、又はワイヤレス（ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ）ＨＤ規格等の多様な映像信号を受信する別途の映像受信部（図示せず）の構
成をさらに含んだり、又は通信部１１０がこのような映像信号を受信可能に設けられるこ
ともできる。
【００５５】
　映像処理部１２０は通信部１１０に受信される映像データに対して、既設定された多様
な映像処理プロセスを行う。映像処理部１２０はこのようなプロセスを行った映像データ
をディスプレイ部１３０に出力することによって、ディスプレイ部１３０に該当映像信号
に基づく映像が表示されるようにする。
【００５６】
　映像処理部１２０が行う映像処理プロセスの種類は限られず、例えば、映像データの映
像フォーマットに対応するデコーディング（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）、インターレース（ｉｎ
ｔｅｒｌａｃｅ）方式の映像データをプログレッシブ（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ）方式で
変換するディ－インタレーシング（ｄｅ－ｉｎｔｅｒｌａｃｉｎｇ）、映像データを既設
定された解像度で調整するスケーリング（ｓｃａｌｉｎｇ）、映像画質改善のためのノイ
ズ減少（ｎｏｉｓｅ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）、ディテール強化（ｄｅｔａｉｌ　ｅｎｈａ
ｎｃｅｍｅｎｔ）、フレームリフレッシュレート（ｆｒａｍｅ　ｒｅｆｒｅｓｈ　ｒａｔ
ｅ）変換等を含むことができる。 
　映像処理部１２０はこのような色々な機能を統合させたＳＯＣ（ｓｙｓｔｅｍ－ｏｎ－
ｃｈｉｐ）、又はこのような各プロセスを独自に行うことができる個別的な構成が印刷回
路基板上に装着されることによって映像処理ボード（図示せず）で具現されて第１ディス
プレイ装置１００に内蔵される。
【００５７】
　ディスプレイ部１３０は映像処理部１２０から出力される映像データに基づいて映像を
表示する。ディスプレイ部１３０の具現方式は限られず、液晶（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓ
ｔａｌ）、プラズマ（ｐｌａｓｍａ）、発光ダイオード（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　ｄｉｏｄｅ）、有機発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　ｄｉｏｄｅ）、面伝導電子銃（ｓｕｒｆａｃｅ－ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ）、炭素ナノチューブ（ｃａｒｂｏｎ　ｎａｎｏ－ｔｕｂｅ）、ナ
ノクリスタル（ｎａｎｏ－ｃｒｙｓｔａｌ）等の多様なディスプレイ方式で具現されるこ
とができる。
【００５８】
　ディスプレイ部１３０はその具現方式に従って付加的な構成を追加的に含むことができ
る。例えば、ディスプレイ部１３０が液晶方式の場合、ディスプレイ部１３０は液晶ディ
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スプレイパネル（図示せず）と、これに光を供給するバックライトユニット（図示せず）
と、パネル（図示せず）を駆動させるパネル駆動基板（図示せず）と、を含む。
【００５９】
　ユーザ入力部１４０はユーザの操作及び入力に従って、既設定された多様な制御コマン
ド又は多様な情報を制御部１６０に伝達する。ユーザがユーザ入力部１４０を通じて任意
のテキスト情報、ハンドライティング（ｈａｎｄｗｒｉｔｉｎｇ）情報、イメージ情報を
入力すれば、ユーザ入力部１４０は入力された情報を第１ディスプレイ装置１００に送信
ことによって、第１ディスプレイ装置１００が該当情報を保存したり又は該当情報に対応
する動作を行うようにする。例えば、ユーザプロファイルを生成して第１ディスプレイ装
置１００に保存する場合、ユーザはユーザ入力部１４０を通じてユーザの身上明細及び署
名を入力することによって、入力情報が第１ディスプレイ装置１００に保存されるように
することができる。
【００６０】
　ユーザ入力部１４０は第１ディスプレイ装置１００外側に設けられたメニューキー（ｍ
ｅｎｕ－ｋｅｙ）及び入力パネル（ｐａｎｅｌ）や、第１ディスプレイ装置１００と分離
離隔されたリモートコントローラー（ｒｅｍｏｔｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）等で具現さ
れる。又は、ユーザ入力部１４０はディスプレイ部１３０と一体型で具現されることもで
きる。即ち、ディスプレイ部１３０がタッチスクリーン（ｔｏｕｃｈ－ｓｃｒｅｅｎ）の
場合、ユーザはディスプレイ部１３０に表示された入力メニュー（図示せず）を通じて既
設定されたコマンドを制御部１６０に伝達することができる。
【００６１】
　保存部１５０は制御部１６０の制御に従って限定されないデータが保存される。保存部
１５０は電源のターンオフ時にも保存されたデータが流失されないように、フラッシュメ
モリー（ｆｌａｈｓ－ｍｅｍｏｒｙ）、ハードディスクドライブ（ｈａｒｄ－ｄｉｓｃ　
ｄｒｉｖｅ）のような非揮発性メモリーで具現される。保存部１５０は制御部１６０によ
ってアクセスされることによって制御部１６０によるデータの読取／記録／修正／削除／
更新等が行われる。
【００６２】
　制御部１６０は第１ディスプレイ装置１００内で行われる多様な動作を制御する。映像
を表示する場合を例えば、制御部１６０は保存部１５０に保存された第１ディスプレイ装
置１００のアカウントを有してサーバー３００にログイン（ｌｏｇ－ｉｎ）動作を行う。
アカウントによるログイン状態で、制御部１６０は所定の映像コンテンツをサーバー３０
０に要請することができる。制御部１６０はサーバー３００からコンテンツ映像が受信さ
れれば、受信されるコンテンツ映像を映像処理部１２０に伝達することによって、ディス
プレイ部１３０に該当映像が表示されるようにする。
【００６３】
　以下、サーバー３００の具体的な構成に対し説明する。サーバー通信部３１０はネット
ワークを通じて第１ディスプレイ装置１００との両方向通信を行う。サーバー通信部３１
０はこのような通信が可能に既設定された通信プロトコルに従ってネットワークに接続さ
れる。サーバー通信部３１０はネットワークを通じて第１ディスプレイ装置１００から受
信されるデータをサーバー制御部３３０に伝達し、またサーバー制御部３３０の制御に従
ってサーバー保存部３２０に保存されたデータを第１ディスプレイ装置１００に送信する
。
【００６４】
　サーバー保存部３２０はサーバー制御部３３０の制御に従って限定されないデータが保
存され、非揮発性メモリーで具現される。サーバー保存部３２０はサーバー制御部３３０
によりアクセスされることによって、サーバー制御部３３０によるデータの読取／記録／
修正／削除／更新等が行われる。
【００６５】
　サーバー制御部３３０はサーバー３００で行われる多様な動作を制御する。例えば、サ
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ーバー制御部３３０は第１ディスプレイ装置１００からアカウントによるログイン要請を
受信すれば、サーバー保存部３２０に既保存されたアカウントの情報に対応させてログイ
ン要請を選択的に承認する。また、サーバー制御部３３０は第１ディスプレイ装置１００
からコンテンツの要請を受信すれば、サーバー保存部３２０に保存された多様なコンテン
ツの中で要請に対応するコンテンツを選択して第１ディスプレイ装置１００に送信する。
【００６６】
　又は、サーバー制御部３３０は第１ディスプレイ装置１００で所定のデータを受信すれ
ば、第１ディスプレイ装置１００のアカウントに対応するように該当データを保存又は更
新することができる。
【００６７】
　このような構造によって、ユーザがサーバー３００から提供されることができるコンテ
ンツに対して、本実施形態によるとユーザの友人又は知人からのフィードバック情報が提
供されることによってコンテンツ選択の信頼度を高めてコンテンツに対する理解度を高め
ることができる。
【００６８】
　具体的に、第１ディスプレイ装置１００がサーバー３００に接続すれば、サーバー３０
０はソーシャルネットワーキングサービスを利用して収集されたコンテンツに対する複数
のユーザのフィードバック情報に基づいてコンテンツの全体再生区間の中で一部再生区間
に対するフィードバック情報を第１ディスプレイ装置１００に提供する。第１ディスプレ
イ装置１００はコンテンツの再生中に前記一部再生区間に対する複数のユーザのフィード
バック情報を共に提供する。このようなフィードバック情報は現在表示中である映像コン
テンツ上にオーバーレイされて表示されることができる。
【００６９】
　以下、各図面を参照して、本発明の実施形態に対してさらに詳しく説明する。本実施形
態では第２ディスプレイ装置２００を通じてフィードバック情報が入力され、第１ディス
プレイ装置１００で該当フィードバック情報に基づくプレビュー映像が表示される場合に
対して説明したが、これは実施形態を説明するための一つの例示に過ぎない。第１ディス
プレイ装置１００及び第２ディスプレイ装置２００は複数のディスプレイ装置１００、２
００を便宜上区分するためのことであり、コンテンツ映像の表示、フィードバック情報の
入力及びプレビュー映像の表示等の動作は各ディスプレイ装置１００、２００で皆行われ
ることができる。
【００７０】
　まず、第２ディスプレイ装置２００から所定のコンテンツ映像４１０に対するフィード
バック情報がサーバー３００に送信される構成に対して以下の図６を参照して説明する。
【００７１】
　図６は第２ディスプレイ装置２００に表示される、フィードバック情報を入力するため
のＵＩ映像４１０の例示図である。図６に示すように、第２ディスプレイ装置２００はサ
ーバー３００に対して独自第２アカウントでログインした状態でサーバー３００に所定の
コンテンツ映像４１０を要請する。第２ディスプレイ装置２００はサーバー３００からコ
ンテンツ映像４１０を受信してこれを表示する。
【００７２】
　コンテンツ映像４１０が表示される間に、第２ディスプレイ装置２００は既設定された
イベントに対応してフィードバック情報を入力するためのＵＩ映像４２０を表示する。前
記イベントは多様な方法で発生することができるし、例えば、ユーザが第２ディスプレイ
装置２００のユーザ入力部１４０の特定ボタン（図示せず）をクリックした時にＵＩ映像
４２０が表示されるように設けられることができる。第２ディスプレイ装置２００はこの
ようなイベント発生に従って、コンテンツ映像４１０が再生及び表示される間のいかなる
再生時点でもＵＩ映像４２０を表示することができる。
【００７３】
　ＵＩ映像４２０はコンテンツ映像４１０上にオーバーレイ（ｏｖｅｒｌａｙ）又はポッ
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プアップ（ｐｏｐ－ｕｐ）される形式で表示される。ＵＩ映像４２０は現在再生中である
コンテンツを説明するコンテンツの関連情報４２１と、フィードバック情報を入力するた
めに設けられた多様なオブジェクト４２２、４２３、４２４、４２５と、を含む。
【００７４】
　コンテンツ関連情報４２１は該当コンテンツの題名と、現在の再生区間又は再生時点と
、現在の場面に関する簡単な説明等のような情報を含む。また、コンテンツ関連情報４２
１はこの他にもコンテンツ映像４１０に関する多様な情報を含むことができる。
【００７５】
　フィードバック情報入力用オブジェクト４２２、４２３、４２４、４２５はコンテンツ
映像４１０の現在再生時点に対応するフィードバック情報が入力可能に設けられる。フィ
ードバック情報はコンテンツ映像４１０に対する、さらに詳しくは、コンテンツ映像４１
０の現時点でのコンテンツ内容に対するユーザの選好度、意見等を含むので、その具体的
な内容は限定されない。ユーザはフィードバック情報入力用オブジェクト４２２、４２３
、４２４、４２５を通じてコンテンツ映像４１０の現在再生時点に対応するフィードバッ
ク情報を入力することができる。
【００７６】
　例えば、フィードバック情報入力用オブジェクト４２２、４２３、４２４、４２５は、
Ｌｉｋｅ４２２、Ｓｈａｒｅ４２３、Ｒａｔｉｎｇ４２４、Ｂｏｏｋｍａｒｋ４２５のラ
ベルが表記されたクリック
ボタンで具現され、各オブジェクト４２２、４２３、４２４、４２５をクリックすること
によってフィードバック情報の入力が可能である。このようなオブジェクト４２２、４２
３、４２４、４２５の例示はフィードバック情報を入力する多様な方法の中で一つの実施
形態に過ぎず、フィードバック情報の内容及びフィードバック情報の入力構造がこのよう
な実施形態によって限定されない。
【００７７】
　Ｌｉｋｅ４２２はコンテンツ映像４１０の現在場面に対するユーザの選好可否が入力可
能に設けられる。Ｌｉｋｅ４２２をクリックすれば、ユーザは該当場面を好むという意見
を入力することができる。
【００７８】
　Ｓｈａｒｅ４２３は該当場面に対するユーザの意見が入力可能に設けられる。Ｓｈａｒ
ｅ５２３をクリックすることによって、該当場面に対する自身の意見を入力できる入力窓
（図示せず）が追加的に表示されることができる。
【００７９】
　Ｒａｔｉｎｇ４２４は該当場面に対するユーザの選好度が入力可能に設けられる。Ｒａ
ｔｉｎｇ４２４をクリックすると、例えば、いくつかの選好度段階が表示され、この中で
何れか一つが選択可能に提供されることができる。
【００８０】
　Ｂｏｏｋｍａｒｋ４２５は該当場面の再生時点に対するフラッグ（ｆｌａｇ）情報とし
て、ユーザは今後コンテンツ映像４１０を再び再生させた時にＢｏｏｋｍａｒｋ４２５に
よって指示される時点からコンテンツ映像４１０が再生されるようにすることができる。
【００８１】
　ＵＩ映像４２０は何れか一部時点でない、コンテンツ映像４１０の多様な再生時点で何
回が反復されて表示されることができる。
【００８２】
　このような方法によって、第２ディスプレイ装置２００に入力されたフィードバック情
報は第２ディスプレイ装置２００からサーバー３００に送信される。サーバー３００は第
２ディスプレイ装置２００の現在接続アカウントである第２アカウントに対して、第２デ
ィスプレイ装置２００から受信されたフィードバック情報を保存する。この時、サーバー
３００はフィードバック情報を保存するのにあって、コンテンツ映像４１０の再生時点の
中でフィードバック情報に対応する時点、例えば、フィードバック情報の入力時点に該当
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フィードバック情報が対応するように保存する。即ち、サーバー３００は第２アカウント
を通じて入力されたフィードバック情報と、コンテンツ映像４１０に対する該当フィード
バック情報の対応再生時点の情報を共に保存する。
【００８３】
　サーバー３００は第２ディスプレイ装置２００だけでなく多様なディスプレイ装置から
このようなフィードバック情報を受信して保存する。サーバー３００はこのように保存さ
れたフィードバック情報を多様な方法で各ディスプレイ装置１００、２００に提供するこ
とができる。
【００８４】
　サーバー３００は第１ディスプレイ装置１００に対してコンテンツ映像を提供するのに
あって、前述のように多様なユーザから収集されたフィードバック情報を共に提供するこ
とができる。
【００８５】
　図７は第１ディスプレイ装置１００に表示されるコンテンツ映像４８０の例示図である
。図７に示すように、第１ディスプレイ装置１００は第１アカウントによってサーバー３
００に接続した状態でコンテンツ映像４８０をサーバー３００に要請する。第１ディスプ
レイ装置１００はサーバー３００からコンテンツ映像４８０を受信して再生及び表示する
。この時、サーバー３００は既保存されたフィードバック情報をコンテンツ映像４８０と
共に第１ディスプレイ装置１００に送信する。
【００８６】
　フィードバック情報はコンテンツ映像４８０の全体再生区間の中で入力された再生区間
又は再生時点の情報を含むので、第１ディスプレイ装置１００はコンテンツ映像４８０の
全体再生区間の中でフィードバック情報の対応再生区間を判断することができる。
【００８７】
　第１ディスプレイ装置１００は所定の第１再生区間又は第１再生時点に対応するフィー
ドバック情報のある場合、コンテンツ映像４８０を表示する間にコンテンツ映像４８０が
第１再生区間に至ると第１再生区間に対応するフィードバック情報映像４８１を表示する
。
【００８８】
　フィードバック情報映像４８１が含む情報はコンテンツ映像の一部区間又は再生時点で
一つのディスプレイ装置のアカウントを通じて入力されたフィードバック情報である。例
えば、フィードバック情報映像４８１はフィードバック情報を入力したユーザのＩＤ又は
プロファイル情報、ユーザが入力した意見、選好度等の情報を含むことができる。
【００８９】
　即ち、第１ディスプレイ装置１００はコンテンツ映像４８０を再生する間に各再生区間
に対応してフィードバック情報を表示することによって、ユーザが該当再生時点の場面に
対する他のアカウントのフィードバック情報を確認することができるようにする。また、
ソーシャルネットワーキングサービスに基づいて自身のアカウントと関連のある他のアカ
ウントのフィードバック情報を取捨選択できるようにして、フィードバック情報の信頼性
をさらに高めることができる。
【００９０】
　一方、一般的にサーバー保存部３２０に保存されたコンテンツ映像のデータは、再生時
間、解像度、画質、内容等多様な要因により相対的に高用量のデータである場合が多い。
データの容量が大きければ、該当データがサーバー３００から第１ディスプレイ装置１０
０に送信される時間、即ち、ダウンロード（ｄｏｗｎｌｏａｄ）時間が延びるのでユーザ
立場では不便なこともある。特に、ネットワーク上の通信状態が良くない場合、ダウンロ
ード時間はさらに延びる。
【００９１】
　したがって、サーバー３００は所定コンテンツ映像に対するプレビュー（ｐｒｅｖｉｅ
ｗ）映像又はハイライト（ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ）映像を共に提供することができる。プレ
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ビュー映像はコンテンツ映像全体から一部だけを抜粋及び編集することによって生成され
た映像で、ユーザがプレビュー映像を通じてコンテンツ映像の内容を概略的に認知するこ
とができるようにする。プレビュー映像はコンテンツ映像の全体再生区間の中で一部の再
生区間だけが選択されることによって生成され、このような一部の再生区間は全体再生区
間の中で何れか一つの区間又は複数の区間が選択されることもできる。
【００９２】
　ここで、一般的なプレビュー映像は該当プレビュー映像を提供する提供者によって任意
で編集及び抜粋されることによって生成されるので、多様なユーザの好みを反映し難い。
従って、本実施形態によると、次のような方法が提案される。
【００９３】
　サーバー３００、即ち、所定のコンテンツ映像を提供する装置は、それぞれのアカウン
トによって接続された複数のディスプレイ装置１００、２００からコンテンツ映像の限定
されない再生時点に対応するように入力されたフィードバック（ｆｅｅｄ－ｂａｃｋ）情
報を収集し、収集したフィードバック情報に基づいてコンテンツ映像の全体再生区間の中
で一部再生区間を選択することによって該当コンテンツのプレビュー映像を生成する。サ
ーバー３００はこのようなプレビュー映像を各ディスプレイ装置１００、２００に提供す
る。
【００９４】
　複数のディスプレイ装置１００、２００のそれぞれのアカウントを便宜上第１アカウン
ト及び第２アカウントで区分し第１アカウント及び第２アカウントが所定の条件に従って
関連されている場合、ディスプレイ装置２００は独自の第２アカウントによってサーバー
３００にログインされた状態で、コンテンツ映像が提供されて再生及び表示する。この時
、ディスプレイ装置２００はコンテンツ映像の所定の再生時点で外部、例えば、ユーザか
ら該当再生時点に対応するフィードバック情報を受信する。ディスプレイ装置２００はフ
ィードバック情報をサーバー３００に送信する。
【００９５】
　サーバー３００はディスプレイ装置２００から受信したフィードバック情報を該当再生
時点に対応するように保存する。サーバー３００はこのように各アカウントによるディス
プレイ装置２００から受信した多様なフィードバック情報に基づいてプレビュー映像を生
成し、この時それぞれのフィードバック情報は受信されたアカウントの相互関連性に従っ
てカテゴリー化されて選択されることができる。
【００９６】
　例えば、複数のユーザアカウントは血縁関係、同じ学校出身、居住地域、同じ職場、フ
ァンクラブのようにあらかじめ指定された分類条件によるカテゴリーで区分され、何れか
一つのユーザは自身のユーザプロファイルに従って該当分類条件のカテゴリーに含まれる
ことができる。又は、特定ＳＮＳ提供者が提供する複数のユーザアカウント間の友人登録
可否のように、何れか一つのユーザがそれぞれの他のユーザアカウントに対してカテゴリ
ー化可否を直接に設定する方法に従って、複数のユーザアカウントのカテゴリー化も可能
である。このようなカテゴリー化は前記例示に限られず、その分類条件は本実施形態を具
現するのにあって多様な変更及び適用が可能である。
【００９７】
　ディスプレイ装置１００は独自第１アカウントによってサーバー３００にログインされ
た状態で、第２アカウント２０１の他のディスプレイ装置２００でコンテンツ映像の所定
の再生時点に対応するように入力されたフィードバック情報に基づいて生成されたプレビ
ュー映像がサーバー３００から提供される。ディスプレイ装置１００はこのようなプレビ
ュー映像を表示する。
【００９８】
　このように、ディスプレイ装置１００、２００はそれぞれの自体アカウントによってサ
ーバー３００にログインされている状態で、プレビュー映像がサーバー３００から提供さ
れることができる。従って、各ユーザの多様な好みに対応しながら、所定のユーザと多様
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な関連性を有する他のユーザ、例えば、友人又は知り合い等の好みが反映されたプレビュ
ー映像が提供されることができる。
【００９９】
　図８はサーバー３００が提供するフィードバック情報に関するウェブページ映像４４０
の例示図である。図８に示すように、第１ディスプレイ装置１００はウェブブラウザー（
ｗｅｂ　ｂｒｏｗｓｅｒ）を通じてサーバー３００が提供するウェブページを表示するこ
とができる。サーバー３００は第１ディスプレイ装置１００から所定のコンテンツ映像に
関連して、フィードバック情報のウェブページを要請する信号を受信すれば、既保存され
たフィードバック情報が収録されたウェブページ映像４４０を提供する。第１ディスプレ
イ装置１００はサーバー３００から提供されたウェブページ映像４４０を表示する。
【０１００】
　ウェブページ映像４４０はコンテンツ映像に対して多様なディスプレイ装置のアカウン
トを通じて入力されたフィードバック情報を含む。ウェブページ映像４４０は各アカウン
トを通じて入力された単位別フィードバック情報４４１を含む。
【０１０１】
　単位別フィードバック情報４４１はコンテンツ映像の一部時点で一つのディスプレイ装
置のアカウントを通じて入力されたフィードバック情報である。例えば、単位別フィード
バック情報４４１はアカウントのＩＤ、ユーザプロファイル、フィードバック情報の対応
再生時点、ユーザが入力した意見、選好度等の情報を含むことができる。
【０１０２】
　ユーザは第１ディスプレイ装置１００に表示されたウェブページ映像４４０を通じてコ
ンテンツ映像に対する多様なユーザの意見を確認することができる。
【０１０３】
　ここで、サーバー３００は既保存された多様なフィードバック情報の中でウェブページ
映像４４０に含むフィードバック情報を次のような方法で選択することができる。サーバ
ー３００は前述のように各アカウントをソーシャルネットワーキングサービスに基づいて
既設定された条件に従ってカテゴリー化し、各アカウント別に入力されるフィードバック
情報を該当アカウントに従って再びカテゴリー化する。サーバー３００はこのようにカテ
ゴリー化されたフィードバック情報各々を含むウェブページ映像４４０を生成し、ウェブ
ページ映像４４０を要請するアカウントが何れのアカウントカテゴリーに属するかに従っ
て選択的にウェブページ映像４４０を提供することができる。
【０１０４】
　又は、サーバー３００はこのようにカテゴリー化されたフィードバック情報に基づいて
コンテンツ映像からプレビュー映像を生成できるので、このような構成に対して図６を参
照して説明する。
【０１０５】
　図９はサーバー３００がコンテンツ映像４６０からプレビュー映像４６１を生成する方
法を示す例示図である。図面でコンテンツ映像４６０の全体再生区間はＴａで示す。各フ
ィードバック情報が対応する時点は全体再生区間Ｔａ上の所定の位置である。
【０１０６】
　サーバー３００はＴａに対してフィードバック情報が対応する再生時点の分布度を判断
する。また、サーバー３００はＴａの中でフィードバック情報が対応する再生時点の分布
度が最も高いと判断される再生区間、例えば、時点ｔ１乃至ｔ２までの再生区間と時点ｔ
３乃至ｔ４までの再生区間を抽出する。
【０１０７】
　ここで、分布度を判断する方法は多様な数学的又は統計的アルゴリズムが適用されるこ
とができるので、詳しい説明を省略する。
【０１０８】
　サーバー３００は抽出された時点ｔ１乃至ｔ２までの区間と時点ｔ３乃至ｔ４までの区
間に基づいてプレビュー映像４６１を生成する。
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【０１０９】
　このように、プレビュー映像４６１は互いに関連性があると判断されるアカウント カ
テゴリー内の各アカウントから受信されたフィードバック情報に基づいて生成される。サ
ーバー３００は同じアカウントカテゴリー内の所定のアカウントからプレビュー映像４６
１の要請を受信すれば、各アカウントカテゴリーに対応するプレビュー映像４６１を該当
アカウントに対して提供する。
【０１１０】
　従って、ユーザの多様な好み及び選好度が反映されたプレビュー映像４６１を各ユーザ
に提供することができる。
【０１１１】
　以下、本実施形態による第２ディスプレイ装置でコンテンツ映像に対するフィードバッ
ク情報を入力する方法に対して図１０を参照して説明する。図１０はこのような過程を示
す制御フローチャートである。ここで、第２ディスプレイ装置が第２アカウントによって
サーバーにログインした状態の場合を初期状態とする。
【０１１２】
　図１０に示すように、第２ディスプレイ装置はコンテンツ映像を再生する（Ｓ１００）
。コンテンツ映像が再生される間に既設定されたイベントが発生すれば（Ｓ１１０）、第
２ディスプレイ装置はフィードバック情報入力用ＵＩ映像をコンテンツ映像と共に表示す
る（Ｓ１２０）。
【０１１３】
　ＵＩ映像を通じてフィードバック情報が入力されれば（Ｓ１３０）、第２ディスプレイ
装置は入力されたフィードバック情報及びこれに対応する再生時点情報をサーバーに送信
する（Ｓ１４０）。
【０１１４】
　従って、サーバーは第２アカウントに対応して、フィードバック情報及び再生時点情報
を保存する。
【０１１５】
　以下、本実施形態によるサーバーで第１ディスプレイ装置にプレビュー映像を生成する
方法に対して図１１を参照して説明する。図１１はこのような過程を示す制御フローチャ
ートである。ここで、第１ディスプレイ装置が第１アカウントによって、サーバーにログ
インした状態の場合を初期状態とする。
【０１１６】
　図１１に示すように、サーバーは既保存されたフィードバック情報を選別する（Ｓ２０
０）。選別方法は前述のように、サーバーは選別されたフィードバック情報に基づいてプ
レビュー映像を生成する（Ｓ２１０）。
【０１１７】
　サーバーは第１アカウントを通じて第１ディスプレイ装置からプレビュー映像の要請を
受信すれば（Ｓ２２０）、第２アカウントからのフィードバック情報に基づいて生成され
たプレビュー映像を選択する（Ｓ２３０）。これは、第１アカウントが既設定された条件
に従って第２アカウントと関連性があると判断されるアカウントであるからである。
【０１１８】
　サーバーは選択されたプレビュー映像を第１アカウントの第１ディスプレイ装置に送信
する（Ｓ２４０）。従って、第１ディスプレイ装置は独自第１アカウントと関連性のある
第２アカウントからのフィードバック情報が反映されたプレビュー映像を表示することが
できる。
【０１１９】
　前述のように、本実施形態によるディスプレイ装置は既設定された第１アカウントと所
定の条件に従って関連するように設定された少なくとも一つ以上の第２アカウントの他の
ディスプレイ装置と通信可能に接続されたサーバーに対して、第１アカウントで接続する
ことができる。ディスプレイ装置はサーバーに第１アカウントで接続すれば、第２アカウ



(19) JP 2013-236373 A 2013.11.21

10

20

30

40

ントの他のディスプレイ装置でコンテンツ映像の所定再生時点に対応するように入力され
たフィードバック情報に基づいてサーバーによって生成されたプレビュー映像がサーバー
から提供される。
【０１２０】
　また、サーバーは複数のディスプレイ装置各々からコンテンツ映像の所定再生時点に対
応するように入力されたフィードバック情報を受信し、各アカウントが所定の条件に従っ
て関連するように設定された場合にこのようなフィードバック情報に基づいてプレビュー
映像を生成し、これを各ディスプレイ装置に対して提供することができる。
【０１２１】
　前記所定の条件は、既設定されたアカウントの間の関連性可否を定義できる条件ならば
限られず、例えば、ソーシャルネットワーキングサービスで提供する多様なカテゴリー別
関連性が適用されることができる。
【０１２２】
　以下、本実施形態によるディスプレイ装置の制御方法に対して図１２を参照して説明す
る。図１２はこのような過程を示す制御フローチャートである。図１２に示すように、デ
ィスプレイ装置はサーバーに映像コンテンツを要請する（Ｓ３００）。ディスプレイ装置
は前記要請に従って、サーバーから映像コンテンツ及び該当映像コンテンツに関するフィ
ードバック情報を受信する（Ｓ３１０）。ディスプレイ装置は受信した映像コンテンツを
再生する（Ｓ３２０）。
【０１２３】
　映像コンテンツが再生する間、ディスプレイ装置は映像コンテンツがフィードバック情
報の対応再生区間に至ると（Ｓ３３０）、該当再生区間に対応するフィードバック情報を
表示する（Ｓ３４０）。フィードバック情報は映像コンテンツ上にオーバーレイさせて表
示されることができるし、ディスプレイ装置は映像コンテンツが該当再生区間を過ぎると
、フィードバック情報を表示しない。
【０１２４】
　このような過程は、映像コンテンツが再生される間の色々なフィードバック情報に対応
する再生区間のある場合に、反復的に行われる。
【０１２５】
　前記実施形態は例示に限定されず、該当技術分野の通常の知識を有する者なら多様な変
形及び均等な他の実施形態が可能である。したがって、本発明の真の技術的な保護範囲は
下記の請求項に記載された発明の技術的思想によって定まれる。
【符号の説明】
【０１２６】
１００、２００　ディスプレイ装置
１１０　　通信部
１２０　　映像処理部
１３０　　ディスプレイ部
１４０　　ユーザ入力部
１５０　　保存部
１６０　　制御部
３００　　サーバー
３１０　　サーバー通信部
３２０　　サーバー保存部
３３０　　サーバー制御部
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